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取り組み内容一覧

基本目標１ あらゆる分野での男女共同参画の推進・意識

の向上

（１）男女共同参画に関する意識の醸成

①男女共同参画に関する情報提供・啓発事業の実施

②国際交流における男女共同参画の推進

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

1

市の情報発信において、固定

的な性別役割分担意識にと

らわれない表現をしていき

ます。

○固定的な性別役割分担意識に基づ

く表現の継続的なチェック

○広報紙等作成にかかるガイドライ

ンの見直し（随時）

情報課

2

男女共同参画に関する情報

紙の内容を充実し、男女共同

参画意識の普及・啓発をして

いきます。

○身近なテーマを取り上げた、わかり

やすい情報紙の作成
たつせがある課

3

人権週間には、チラシやリー

フレットなどで、人権意識の

高揚をしていきます。

○高齢者、障がいのある人、子ども等

の人権擁護委員との連携強化

○関係各課と連携・協力した人権に関

する啓発の推進

福祉課

4
男女共同参画関連図書を充

実していきます。

○男女共同参画関連図書の蔵書の充

実
中央図書館

5

男女共同参画に関する講演

会、学習会や広報活動を実施

していきます。

○関係各課や関係団体と連携した講

演会や学習会の開催

○国の男女共同参画週間（6 月 23 日

～6月 29 日）、県の男女共同参画月

間（10 月）等にあわせた広報、事業

の実施

たつせがある課

6

市職員を対象とした男女共

同参画に関する研修の機会

を提供していきます。

○関係団体主催の研修への参加の促

進

たつせがある課

人事課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

7

男女共同参画に関する国際

的な動向についての情報を

収集するとともに、情報発

信をしていきます。

○男女共同参画に関する国際的な情報

の収集

○国際交流協会による交流の促進

たつせがある課
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（２）学校などにおける男女平等教育の推進

①多様な選択を可能にする教育の充実

②性に対する正しい知識についての教育の推進

③男女平等教育に対する教育関係者の意識改革

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

8

学級活動などで男女区別の

ない活動を実施していきま

す。

○学校における性別に関わらない諸活

動の推進
教育総務課

9

男女共同参画への理解を深

める学習を推進していきま

す。

○家庭、社会などにおける男女共同参

画の学習の推進
教育総務課

10

総合的な学習の中で慣習・

慣例の見直しをしていきま

す。

○子どもによる男女平等をテーマとし

た話し合いの実施
教育総務課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

11

個人の尊厳を重視した性の

認識を深める指導をしてい

きます。

○市内３か所の中学校における「性」

をテーマにした講義の実施
健康推進課

12

命の教育の推進のため、外

部講師を招いた学習の機会

を提供していきます。

○市内３か所の中学校における「命」

「生きる」をテーマにした講義の実

施

健康推進課

教育総務課

13

保健体育や学級活動におい

て性教育指導をしていきま

す。

○保健体育や学級活動における性教育

指導の継続

○性犯罪に遭わないための指導の強化

教育総務課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

14
教育関係者の研修を実施し

ていきます。

○教職員などに対する研修機会の充実

○教職員などに対する研修への参加促

進

教育総務課
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（３）政策・方針決定過程への女性の参画促進

①審議会などにおける女性の登用促進（重点施策）

②管理職などへの女性の登用促進と女性リーダーの育成（重点施策）

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

15

市執行機関及び市付属機関

等における女性委員の登用

を進めます。

○委員募集の際の広報・周知の推進

○市執行機関及び市付属機関等にお

ける女性の登用促進に向けた委員

選定の推進

企画政策課

全課

16

市執行機関及び市付属機関

等における女性委員のいな

い審議会などを解消してい

きます。

○あて職など委員の見直し

○委員募集の際の広報・周知の推進

企画政策課

全課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

17

市女性職員の管理職への登

用促進及び女性リーダーの

育成をしていきます。

○管理職に女性を確保していくため

の働き方の見直し

○男女の分け隔てない登用を行う人

事管理の徹底

○女性リーダー育成機会の提供

○事業実施の中での女性支援の推進

○女性リーダー育成セミナー等の情

報提供の推進

人事課

たつせがある課

生涯学習課
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（４）地域活動における男女共同参画の推進

①地域活動への参画促進及び地域活動団体の役職などにおける女性の登用促

進（重点施策）

②男女共同参画に取り組む市民グループへの育成と支援

（５）防災など様々な分野における男女共同参画の推進

①地域防災における男女共同参画の充実

②ジェンダー平等の視点に立った防災対策の推進

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

18
地域活動への参画を促進し

ていきます。

○地域ボランティアへの参画促進

○地域共生ステーションにおける、多

世代が集まれる仕組みづくりや地域

活動への参加促進

○地域活動団体の役職における女性の

登用促進

たつせがある課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

19

地域において男女共同参画

の視点を持って活動に取り

組めるよう働きかけていき

ます。

○男女共同参画を促進する団体の育成

○男女共同参画団体の支援及び協働事

業の実施

○地域活動における、企画段階からの

男女共同参画の視点の取り入れ促進

たつせがある課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

20

地域の安全の基盤づくりに

努め、地域防災への参画を

促進していきます。

○地域ボランティアへの参画促進、防

災組織への女性登用の促進

安心安全課

たつせがある課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

21

防災の分野にジェンダー平

等の視点やニーズを取り入

れます。

○授乳にも使用できる間仕切りの設置

など、避難所における女性への配慮

○ジェンダー平等の視点に立った避難

所運営訓練等の実施

安心安全課
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基本目標２ 女性が活躍できる環境づくり（女性活躍推進計画）

（１）男女平等の職場環境づくりの推進

①団体、企業などにおける女性の参画促進とポジティブ・アクションの推進

（重点施策）

②様々なハラスメント防止対策の推進

（２）女性のチャレンジ支援

①女性の職業能力育成、再就職に対する支援

②女性の起業に対する支援

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

22

総合評価落札方式による入

札において、「愛知県ファミ

リー・フレンドリー企業登

録の有無」を評価項目とし

ます。

○引き続き実施 行政課

23

パンフレットなどを活用

し、企業に意識改革の働き

かけをしていきます。

○窓口等での働きかけ たつせがある課

24
女性の活躍推進に係る調査
の実施及び広報活動を実施
します。

○団体・企業に対して調査や取材を行
い、情報紙を通じて団体・企業にお
ける女性の活躍推進についての事例
の周知。

たつせがある課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

25

セクシュアル・ハラスメン

ト、パワー・ハラスメント等

の防止に向けた広報・啓発

を行い、人権尊重の意識づ

くりを推進していきます。

○市職員を対象とした、各種ハラスメ

ント防止についての要綱策定の検討

○人権教育指導者研修会への社会教育

委員参加による、人権尊重の意識づ

くりの推進

人事課

生涯学習課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

26

職業能力育成の講習会など

への参加を促し、女性の活

躍・再就職を支援します。

○窓口等での働きかけ たつせがある課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

27

起業の場を提供するなど、

起業を目指す女性に対する

支援を行っていきます。

○窓口等での働きかけ たつせがある課
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（３）性別に関わらない仕事と育児 介護の両立支援の推進

①保育施設・サービスの充実（重点施策）

②子育て支援サービスの充実（重点施策）

③職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進（重点施策）

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

28

保護者の就労時間、勤務時

間の多様化に対応した延長

保育事業や一時保育事業な

ど、保育サービスを充実し

ていきます。

○延長保育事業や一時保育事業の実

施体制の整備
子ども未来課

29
待機児童の解消に努めてい

きます。

○地域型保育事業など新設保育施設

の設置や保育園の改築による児童

の受入拡充

子ども未来課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

30
ファミリーサポート事業を

充実していきます。

○依頼会員に対応する援助会員の増

大のための事業の周知

○活動中の事故予防のための講習会

の充実

子ども家庭課

31

子育て支援短期事業（ショ

ートステイ）の周知を図り

ます。

○広報紙・ホームページにおける周知 子ども家庭課

32
子育て支援制度などの情報

提供を充実していきます。

○広報紙・ホームページにおける周知

○育児講座の開催
子ども家庭課

33

放課後児童クラブや学童保

育所の受入数を拡充してい

きます。

○ニーズ調査の結果や実際の申込状

況を踏まえての児童の受入拡充

○放課後児童クラブと放課後子ども

教室の一体型運営事業の導入

子ども未来課

34
子育て支援団体に関する情

報提供をしていきます。
○子育て支援団体の紹介・事業の周知

たつせがある課

子ども家庭課

35

男女がともに育児、介護な

どに携わることができるよ

う公共施設の改善をしてい

きます。

○今後施設を新設・改築する際に公共

施設には多目的トイレを設置する。
全課共通

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

36

団体・企業などの要請に応

じ、男女共同参画に関する

出前講座を実施していきま

す。

○各団体・企業へ仕事と家庭の調和に

ついての意識啓発の働きかけ
たつせがある課

37

育児・介護休業制度を整備

し、男性の取得を働きかけ

ていきます。

○育児・介護休業制度の周知

○企業等への働きかけ

○窓口等での男性への取得の働きか

け

人事課

たつせがある課

38

ＤＸ（デジタル・トランスフ

ォーメーション）を推進し、

効率的、柔軟な働き方がで

きる環境を整備します。

○デジタル人材の育成

○デジタルツールの活用

○テレワークの推進

人事課

情報課
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基本目標３ 人権が尊重され、安心して暮らすことができ

るまちづくり（DV 防止基本計画）

（１）生涯を通じた心身の健康づくり

①リプロダクティブ・ヘルス／ライツの普及・啓発

②妊娠・出産期のこころと身体の健康づくり

（２）様々な困難を抱える人への支援

①高齢者・障がいのある人の生活安定と自立支援

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

39

リプロダクティブ・ヘルス

／ライツに関する情報を提

供していきます。

○健康推進課等との協働

○情報提供の推進

子ども家庭課

健康推進課

40

あらゆる世代に対して、性

に関する相談窓口の設置を

検討していきます。

○電話相談や面接相談による対応 健康推進課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

41

「パパママ教室」を実施し、

これから父親、母親になる

男女に、健康の保持や母性

保護についての正しい知識

を普及していきます。

○土日も含めた「パパママ教室」の開

催

○「パパママ教室」の周知による参加

者の確保

健康推進課

42
妊産婦・乳幼児健康診査等

を実施していきます。

○妊産婦健康診査・子宮がん検診・乳

幼児健康診査の費用の助成

○３～４か月児健康診査、10～11 か月

児相談、１歳６か月児健康診査、２

歳児歯科検診、３歳児健康診査、３

歳８か月児健康診査、５歳児すこや

か発達相談の実施

健康推進課

43
新生児・妊産婦・乳幼児家庭

訪問を実施していきます。

○３～４か月児までの乳幼児とその保

護者を対象とした全戸訪問の実施

○必要に応じた妊産婦・乳幼児家庭訪

問の実施

健康推進課

44
産前・産後のサポートをし

ていきます。

○産前・産後ヘルパーの派遣

○産後ケア事業の実施
健康推進課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

45

関係機関と連携を図り、高

齢者・障がいのある人への

サービスの円滑な提供を推

進していきます。

○地域の人材やサービスを活用した地

域包括ケア体制の整備

福祉課

長寿課

子ども家庭課

46

高齢者・障がいのある人及

び介護者双方の負担軽減の

ためのサービス等の情報提

供を図っていきます。

○広報紙・ホームページを利用した情

報提供の推進

福祉課

長寿課

子ども家庭課
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②ひとり親家庭、生活困窮世帯などの生活安定と自立支援

③在住外国人に対する生活安定と自立支援

④困難な問題を抱える女性への包括的な支援体制の整備（重点施策）

（３）多様な性を尊重する社会の推進

多様な性に関する理解の促進と性的少数者の人が暮らしやすい環境づくり

（重点施策）

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

47

ひとり親等の家庭の自立を

目的に、生活の安定や子育

ての相談、就業に関する相

談を行います。

○母子・父子自立支援員による相談体

制の充実

○広報紙・ホームページを利用した、

ひとり親等に対する支援の周知

子ども家庭課

48

医療費の自己負担分を助成

し経済的な自立支援を推進

していきます。

○広報紙・ホームページを利用した周

知

○子ども家庭課との連携による手続き

の案内

保険医療課

49
相談窓口、支援情報の周知

を図っていきます。

○広報紙・ホームページなどによる相

談窓口の周知

子ども家庭課

地域共生推進課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

50

在住外国人に対する情報提

供、相談機能を充実してい

きます。

○各種広報物や案内、防災マップや道

路標示看板における、英語をはじめ

とする多言語の併記など、外国人へ

の配慮

○国際交流協会の活動を通した情報提

供の推進

○在住外国人への就労支援や労務相談

への対応

全課共通

51

関係課と連携して、在住外

国人の健康支援、子育て支

援のための相談窓口を充実

していきます。

○電話や面接での個別対応 健康推進課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

52

相談体制の充実と、相談窓

口、支援情報の周知を図っ

ていきます。

○女性悩みごと相談体制の充実

○市内の NPO 等の法人が身近な場所で

子育て等の相談窓口となり、当事者

目線の寄り添い型の支援を実施

○広報誌、ホームページなどによる相

談窓口、支援の周知

子ども家庭課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

53

パートナーシップ・ファミ

リーシップ宣誓制度の支援

内容を拡充していきます。

○関係各課と調整し、パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓制度の宣

誓者が利用できる支援内容の拡充

たつせがある課

54

チラシやリーフレットなど

で人権意識の向上を働きか

けます。

○関係各課と連携・協力した人権に関

する啓発の推進
たつせがある課
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（４）ＤＶ等に対する啓発の推進

①ＤＶの防止の推進（重点施策）

②互いの人権を尊重しあう意識の啓発

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

55
暴力は人権侵害であるとの

意識を啓発していきます。

○広報誌やホームページを利用し、暴

力をなくす運動（11 月 12 日～25 日）

に合わせた啓発の実施

子ども家庭課

56

性の商品化などの有害な環

境から青少年を守る活動を

していきます。

○市ホームページで非行防止のための

啓発を実施
生涯学習課

57

児童の面前でのＤＶ行為

は、児童に対する心理的虐

待に当たることの理解を図

るための啓発活動をしてい

きます。

○広報誌、ホームページを利用し、児

童虐待防止推進月間（11 月）にあわ

せた広報

子ども家庭課

58

すぐに対応できる相談体制

と児童虐待防止などへの支

援、ネットワークの強化に

取り組んでいきます。

○家庭児童相談室の体制の充実

○家庭児童相談室における専門職の知

識の向上

○要保護児童対策地域協議会等で関係

機関とのネットワーク強化

子ども家庭課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

59

学生（児童・生徒）等、若年

層を対象に、デートＤＶ等

の理解を促進するための啓

発活動を行います。

○学生等を対象に、デートＤＶについ

ての認識を高める教育・学習の充実

子ども家庭課

たつせがある課
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（５）ＤＶ相談体制の整備

①相談窓口の周知

②多様性に応じた総合的相談体制の充実（重点施策）

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

60
相談窓口、支援情報の周知

を図っていきます。

○リーフレットやカードの配布などに

よる相談窓口の周知
子ども家庭課

61
外国人へ相談窓口を周知し

ていきます。

○外国語のリーフレットやカードの配

布などによる相談窓口の周知
子ども家庭課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

62

ＤＶ被害者の相談、支援に

携わる相談員の専門知識の

習得や研修の充実を図りま

す。

○相談員のＤＶ被害者保護支援に関す

る研修への参加促進
子ども家庭課

63

ＤＶの二次被害を防ぐため

に相談担当者及び関係職員

の資質の向上に努めていき

ます。

○相談員のＤＶ二次被害を防ぐための

研修への参加促進

○関係職員を対象にＤＶ二次被害を防

ぐための講座

子ども家庭課

64

ＤＶ被害者が抱える諸問題

を解決するために、専門窓

口との連携強化に取り組ん

でいきます。

○専門相談窓口との支援の連携

子ども家庭課

地域共生推進課

社会福祉協議会

65

顕在化しつつある男性のＤ

Ｖ被害にも対応するため、

男性でも相談しやすい体制

づくりに努めていきます。

○子ども家庭課で実施している「女性

相談」が男性でも相談できることの

周知

○県の男性ＤＶ相談窓口についてホー

ムページ等での周知

子ども家庭課

66

障がい者虐待の防止のた

め、相談体制を整備してい

きます。

○虐待防止に係る普及啓発

○障がい者虐待防止に係る相談支援・

相談対応の実施

福祉課

67

ＤＶ被害者の安全確保のた

め、庁内及び関係機関の情

報管理・伝達の適正化、ネッ

トワークの強化に取り組ん

でいきます。

○住民基本台帳事務における支援措置

対象者等のＤＶ被害者に関する、関

係機関での情報共有と適切な管理の

推進

○ネットワークのシステムの強化

市民課

子ども家庭課



11

（６）被害者の自立への支援

①早期発見・早期支援体制の整備

②保護体制の充実

③生活再建に向けた支援の実施

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

68

教職員、保育士、保健師、保

護者等へ、被害者保護の正

しい理解や通報などの義務

について啓発をしていきま

す。

○関係職員や保護者への意識啓発

○被害者保護のための情報管理の徹底

子ども家庭課

健康推進課

教育総務課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

69

県、児童相談所、警察など関

係機関との連携による被害

者保護体制を確立していき

ます。

○関係機関の連携強化とネットワーク

システムづくり
子ども家庭課

NO 取組内容 今後の方向性 担当課

70

ＤＶ被害などに起因するひ

とり親家庭の就労をはじ

め、自立に向けた支援をし

ていきます。

○一時的に生活援助が必要な場合のヘ

ルパー派遣

○広報紙・ホームページでの周知

○専門相談窓口との連携

子ども家庭課


